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　民生委員制度は、大正6年に岡山県で創設された「済世顧問制度」に始まり、以来100年に
わたり、住民の一員として、住民視点に立って安心して住み続けることができる地域づくり
に取り組んできました。
　この間、住民への相談支援とともに、昭和40年代以降、わが国初の「在宅ねたきり高齢者実
態調査」をはじめ、「父子家庭の実態調査」「在宅認知症高齢者の介護者実態調査」などを実
施。時代に先駆け、種々の福祉課題を明らかにするとともに、そうした社会的な課題改善の
ための全国運動に取り組み、その後の福祉施策の充実に貢献してきました。

民生委員制度は創設から100年

民生委員・児童委員は住民の立場にたって、地域の福祉を担うボランティアです

ご存知ですか？ 地域の身近な 相談相手
民生委員・児童委員、主任児童委員

安心して
ご相談ください

主任児童委員とは？

どんな活動を
しているの？民生委員・児童委員とは？ 何人くらい

いるの？
札幌市では、約330世帯に 1 人の基準
でおかれていて、約 2,900 名の民生委
員・児童委員が選任されています。全
国では約23万人が活動しています。
清田区では、１５５人（定数）が活
動しています。

ひとり暮らしの高齢者のお宅を訪問し、
安否確認や暮らしに関する様々な相談援
助にあたっています。また、子育てに関
する相談援助も行っています。
お困りごとが解決できるよう、　区
役所や関係機関へつなぐ役割を
担っています。

民生委員・児童委員には民生
委員法で秘密を守る義務が課せ
られています。個人の相談内
容など、活動を通じて知り
えた秘密は守られます。

民生委員・児童委員のひとり
ですが、特定の区域を持たず、
子どもや子育てに関する支
援を専門に担当してい
ます。

皆さんと同じ住民のひとりで
す。市民が住み慣れた地域で
安心して住み続けられるよう
に、国と札幌市から地域福
祉の仕事をお願いさ れ
ています。




